
（２）那賀川⽔系⼤規模氾濫に関する
減災対策に係る取組⽅針と
今後の進め⽅について
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緊急⾏動計画 H28〜R2 （５か年）

「緊急行動計画」の今後の展開について

⽔防法 河川法 流域に関する対策

⽔防災意識社会の再構築 (⼤規模氾濫減災協議会 国管理河川１２９協議会)

流域治⽔ (流域治⽔協議会 国管理河川１１８協議会)

那賀川⽔系流域治⽔プロジェクト R3〜

避難・⽔防対策
避難計画、防災教育、⽔位情報の強化、⽔防体制の充実など

危機管理型ハード対策等
地域の取組⽅針

※未達成のものは要因を分析し、流域治⽔プロジェクトとして位置づける

河川対策の検討
河川整備、ダム建設など 下⽔道、流出抑制、⼟地利⽤・住まい⽅の⼯夫、

浸⽔拡⼤抑制、利⽔ダムの活⽤など

流域対策の検討避難・⽔防対策
地域の取組⽅針

避難計画、防災教育、⽔位情報の強化、⽔防体制の充実など

○水防災意識社会の実現に向けて令和３年から５ヶ年毎に取組を計画し、円滑かつ迅速な避難・

被害軽減のための取り組み等について各機関着実に推進している。

○今後については、引き続き大規模氾濫減災協議会において「那賀川水系の防災・減災取組方

針」について作成するとともに、これを「那賀川水系流域治水プロジェクト」に位置づけること

で、あらゆる関係者との密接な連携体制のもと、防災・減災の取組を継続的に推進していく。

⼤規模氾濫減災協議会

※１

※２

※１
⼤規模氾濫減災協議会では、緊急⾏動に危
機管理型ハード対策（河川法に係るもの）
を位置づけ取り組んできたが、今後は避
難・⽔防対策の更なる充実を図る。

※２
⼤規模氾濫減災協議会では、避難・⽔防対
策の更なる充実を図る。流域治⽔協議会は、
⼤規模氾濫減災協議会等における取組の状
況等を確認点検し、流域治⽔プロジェクト
に記載する。
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那賀川水系大規模氾濫に関する減災対策に 

係る取組方針（案） 

             

 

 

 

 

 

令和８年２月２４日 

 

那賀川水系大規模氾濫減災協議会 

・阿南市・小松島市・那賀町・徳島県・徳島地方気象台 

・那賀川河川事務所・四国地方測量部 
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１．はじめに 

 

  平成27年９月関東・東北豪雨では、施設の能力を上回る洪水により利根川水系

鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長時間の浸

水が発生した。また、これらに住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では例を

見ないほどの多数の孤立者が発生する事態となった。 

 

さらに、気候変動の影響により、今後、大雨や短時間強雨の発生頻度が増加す

るとともに、巨大台風等が発生することが予測されている。 

これらにより、施設能力規模の洪水が頻発するとともに、発生頻度は比較的低

いが施設の能力を大幅に上回る大規模な洪水が発生する懸念が高まっている。 

 

こうした背景から、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して諮問さ

れ、平成 27 年 12 月 10 日に社会資本整備審議会会長から国土交通大臣に対して

「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革

による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申された。本答申において

「施設では守りきれない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、水防災意識社会

を再構築する必要がある」とされていることを踏まえ、新たに「水防災意識社会 

再構築ビジョン」として全ての直轄河川とその沿川市町村において、令和２年度

を目標（県管理区間については令和３年度）に水防災意識社会を再構築する取組

を行うこととした。 

 

那賀川・桑野川においても堤防の決壊や越水等に伴う浸水被害に備え、市、町、

県、気象台、河川管理者が連携して減災のための目標を共有し、ハード対策とソ

フト対策を一体的、計画的に推進することにより那賀川が氾濫することを前提と

して社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的と

して、「那賀川・桑野川大規模氾濫に関する減災対策協議会」を平成28年５月31

日に設置し、取組を進めてきた。 

 

このような中、平成28 年８月の台風 10 号等の一連の台風によって中小河川の

氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済損失が発生する事態とな

ったことを踏まえ、「水防災意識社会再構築」の取組をさらに加速させるため、

「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年６月19日に施行された。 
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また、法改正により、国管理河川においては、水防法に基づいた大規模氾濫減

災協議会の設置が義務づけられ、県管理河川においても大規模氾濫減災協議会が

設置できる旨、規定されたことから、「那賀川・桑野川大規模氾濫に関する減災

対策協議会」を県管理区間に拡大することとし、平成30 年５月 15 日に那賀川水

系を対象とした「那賀川水系大規模氾濫減災協議会」へと改編した。 
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２．協議会の主な取組 

 

那賀川は、日本有数の多雨地帯を流域に持つことから、過去から洪水が頻発し

てきたところであるが、平成26年８月台風11号洪水では戦後最大流量を記録し、

無堤地区である加茂地区では床上浸水が発生し、平成27年度より床上浸水対策特

別緊急事業に着手している。また一部有堤区間では計画高水位を超過し、堤防漏

水が発生したものの、過去からの堤防補強や水防活動等によって堤防の決壊を免

れている。 

 

那賀川水系では、昭和４年に国による本格的な河川改修事業に着手、昭和31年

には徳島県による長安口ダムの建設、昭和43年に那賀川水系工事実施基本計画を

作成、平成19年に那賀川水系河川整備計画を策定し（平成27年・平成28年・令

和元年に変更）河川改修及び長安口ダム改造等による治水対策を実施してきてい

る。 

 

那賀川北岸堰下流の堤防は昭和20年代前半にはほぼ締切が完了しており、その

後、局所洗掘対策や漏水対策等により堤防補強が実施されたことや、献身的な水

防活動等により、これまで堤防が決壊したことはないが、堤防が決壊すれば、左

岸は洪水流が広範囲に拡散し、阿南市のみならず小松島市街地までもが浸水被害

を受け、右岸は那賀川右岸堤防と桑野川左岸堤防に囲まれた地区に氾濫水が滞留

しやすい地形であるため浸水深が深くなることが危惧される。 

また、当地区内には世界的にも有数の高輝度 LED 企業の工場が存在するなど、

長期浸水被害が発生すると甚大な経済被害が発生する可能性が高い。  

一方で、那賀川・桑野川ともに計画規模による洪水位と堤内地盤高の差が大き

いことから、堤防に近い場所では堤防決壊時に氾濫流により家屋が流失する可能

性が高いという大きな災害リスクを抱えた地域である。 

このような状況から、現在の施設能力規模を上回る洪水が発生した場合には、

堤防決壊による大規模氾濫が発生する危険性は否めない状況であるが、堤防決壊

の経験がない那賀川平野に居住する住民及び企業の危機意識が低下している懸念

があり、水防災意識社会の再構築が必要である。 

 

本協議会では、こうした那賀川流域の氾濫特性及び治水事業の現状を踏まえ、

令和２年度（県管理区間については令和３年度）までに、円滑かつ迅速な避難、

効果的な水防活動、長期化する浸水を一日も早く解消する排水対策等、大規模氾

濫時の減災対策として、各構成機関が一体的・計画的に取り組む事項について検
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討を進め、平成28 年８月 23 日付けで「那賀川・桑野川大規模氾濫に関する減災

対策に係る取組方針」として取りまとめた。 

その後、令和２年度（県管理区間については令和３年度）までの各種取組に関

する方向性、具体的な進め方や国土交通省の支援等について、国土交通省として

平成 29 年６月 20 日に「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画をとり

まとめたことから、取組方針を見直し、平成30 年５月 15 日に「那賀川水系大規

模氾濫に関する減災対策に係る取組方針」と名称変更した。 

 

その直後、平成30年７月豪雨を受け西日本を中心に大規模水害が発生したこ

とを受け、平成30年12月に行われた「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策の

あり方について」の答申を踏まえ、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行

動計画が平成31年１月29日に改定された。これを受けて、当協議会においては

緊急行動計画における取組項目を各機関の行動計画に反映し、取組を進めてい

る。 

 

方針の具体的な内容としては、 

 

●関係機関の連携体制 

 各地域で発生する災害の状況や高齢者の被災リスクを踏まえ、協議会の構成員

に国土地理院を、幹事に関係市町の高齢者福祉部局を追加した。また、マスメデ

ィア等のメディア特性を活用した情報発信の連携により、住民が防災に関する情

報を入手しやすい環境の整備を推進するとともに、住民に対して、切迫性を伝え

るための有効な情報伝達方法をメディアと連携して検討する。 

 

●円滑かつ迅速な避難行動のための取組 

那賀川は急流河川であり早い段階での浸水被害等の発生が危惧されるため、迅

速な防災対応・避難行動等に資する観点から、関係市町にホットライン・リエゾ

ン等による情報提供・情報収集を実施し、併せて想定最大規模降雨等を対象とし

たタイムラインの作成又は改定等を行うとともに、「那賀川事前防災行動計画（タ

イムライン）検討会」等により、情報共有や見直し等を行う。 

浸水が阿南市内のみならず小松島市までの広範囲に及ぶ可能性があることから

広域避難計画の作成・支援等を実施する。また、協議会の場を活用して、水害ハ

ザードマップの作成、周知及び訓練等への活用に関する優良事例や、まるごとま

ちごとハザードマップの実施効果等について情報共有を図る。 
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平成 26 年８月台風11 号洪水で、無堤地区である加茂地区では浸水被害が発生

したことを踏まえ堤防整備を行う。また、洪水調節能力の増強を図るため長安口

ダム改造事業等を引き続き進める。 

また、要配慮者利用施設の避難確保計画について、講習会プロジェクト等によ

る作成の支援を継続するとともに、関係市町の高齢者福祉部局及び地域包括支援

センター・ケアマネージャーと連携した水害からの高齢者の避難行動の理解促進

に向けた取り組み及びその状況を共有する。 

また、平時からの防災意識を高めるために、教育においても令和２年度からの

新教育指導要領によって防災教育が小学校に導入されるに先立ち、モデル校を対

象に防災教育に関する指導計画を作成・実施し、関連する市町のすべての学校で

共有するとともに、令和２年度には全ての学校で防災教育の実施が始まった。加

えて、住民一人一人の適切な避難確保を図るためマイタイムライン作成や、学校

における避難確保計画の作成や避難訓練等の支援を積極的に行っていく。さらに、

共助の仕組みの強化として、地区防災計画等の作成支援、地域の防災リーダー育

成の促進として、住民避難の取組支援の実績を有する専門家リストを作成・共有

する。さらに、不動産関係業界と連携して、不動産関係団体の研修等の場におい

て、水害リスクに関する情報の解説を実施する。さらに、地域の自主防災会等に

対し定期的な勉強会を開催し、水害対策への意識向上に努める。 

台風による大雨など可能な現象について、より長時間のリードタイムを確保し

た警戒の呼びかけを行うため、１日先までの雨量予測を用いた「危険度分布」の

提供開始を目指す。 

樋門・樋管等の確実な運用体制の確保として、フラップ化等の無動力化を優先

的に整備する対象施設を抽出し、順次整備していく。 

的確な避難判断のために、洪水時のみの水位観測に特化した低コスト水位計で

ある「危機管理型水位計」及び「簡易型河川監視カメラ」を順次整備していく。 

 

                               など 

 

●洪水氾濫による被害の軽減、避難時間確保のための水防活動の取組 

那賀川は漏水・洗掘等の洪水被害が頻発する特徴があるため重要水防箇所を精

査・見直し後、関係機関と点検を実施し、併せてそれぞれの河川巡視で収集した

情報を共有する。また、水防団等の技術力向上のため、より実践的な水防訓練と

なるよう、必要に応じて訓練内容の検討・調整を行い改善を図りつつ実施する。 

阿南市の中心市街地には高輝度 LED で世界有数の企業、蛍光体で世界有数の企

業等が立地しており、洪水氾濫により甚大な経済的被害が発生することを踏まえ、
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大規模工場等の用途及び規模を条例で定めるよう検討するとともに自衛水防の支

援等を実施する。 

危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理を行うため、警戒レベルの

導入で国や市町が出す情報の危険レベルの統一化を図るとともに、水害を伝える

プッシュ型の緊急速報メールの配信やSNSによる情報発信を活用する。 

災害時の市町庁舎と災害拠点となる病院・その他施設との情報伝達体制につい

て検討を進める。 

同時に庁舎・災害拠点となる施設等の機能確保のための耐水性や非常用電源等

の必要な対策は各施設管理者において順次実施していく。 

                                    

など 

 

●社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化の取組 

那賀川下流の右岸側は氾濫水が滞留しやすい特徴があるため、迅速に排水する

ことを目的に排水施設情報の共有や排水手法等の検討を行い、想定最大規模降雨

等による洪水の氾濫を想定した排水計画の作成及び他地整等からの排水ポンプ車

等の受援計画の更新を行っていく。 

長安口ダム改造及び堤防整備の進捗状況を考慮し、長安口ダム下流の被害軽減

のため、長安口ダムを有効活用する運用方法について可能性を検討する。さらに、

洪水時に提供するダム情報の充実等については、関係機関等と調整を図りつつ取

組を推進する。 

また、那賀川水系協定に基づき利水ダムを含めた４ダムで事前放流を実施する。 

 

など 

 

●河川管理施設の整備に関する事項 

 堤防等河川管理施設の整備として加茂地区及び和食・土佐地区において床上浸

水対策特別緊急事業等を実施し、地域の浸水被害を防止する。さらに、「防災・

減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年～令和２年）、「防災・

減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和３年～令和７年）、に続き

「第１次国土強靭化実施中期計画」（令和８年～令和１２年）として、気候変動

による影響を踏まえた河川整備を当面の５箇年で緊急的に促進する。 

 長安口ダムの改造事業において増設された洪水吐ゲートの活用や、貯水池上流

等の堆砂除去を実施し、洪水調節容量の確保を図る。 
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                                 など 

那賀川水系大規模氾濫減災協議会規約の第５条に基づき取組方針を作成し共有

するとともに、必要に応じて取組方針の見直し等のフォローアップを行い、水防

災意識を高めていく。 

 

３．本協議会の構成員 

 

  本協議会の構成機関及び構成員は、以下のとおりである。 

 

 

 

構成機関 構成員 

阿南市 

  

小松島市 

 

那賀町 

 

徳島県県土整備部 

 

徳島県南部総合県民局 地域創生防災部 

 

徳島県南部総合県民局 県土整備部 

 

徳島県南部総合県民局 県土整備部 

（那賀） 

 

徳島県 企業局  

 

気象庁 

 

四国地方整備局 那賀川河川事務所 

 

国土地理院 四国地方測量部 

 阿南市長 

 

 小松島市長 

 

 那賀町長 

 

 県土整備部長 

 

 地域創生防災部長 

 

県土整備部長 

  

県土整備部（那賀）副部長 

 

 

総合管理推進センター所長 

 

徳島地方気象台長 

 

 那賀川河川事務所長 

 

 四国地方測量部長 
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４．那賀川流域の概要と主な課題 

 

（１）那賀川流域の概要 

那賀川の上流域は台風常襲地帯である四国山地の南東斜面に位置し台風の接近や

通過時に集中的に大雨をもたらす傾向があり、日最大降水量の日本記録を観測す

るほどの日本でも有数の多雨地帯である。 

また、那賀川下流に広がる平野部は堤内地盤高が那賀川の計画高水位より低いた

め、ひとたび堤防が決壊すると甚大な被害が想定される。 

 

（２）過去の洪水による被害状況 

①昭和25年９月洪水（ジェーン台風） 

 ８月31日から前線による雨が降っていたが、台風が通過した９月３日に降雨が

集中し、那賀川流域では上流山間部で総雨量が400～500㎜にも及び、古
こ

毛
もう

地点の

最大流量が推定で約9,000m3/sと未曾有の大洪水となった。 

 河川の氾濫による被害状況は、人家の全壊流失、田畑の浸水等悲惨を極めた。

被害は阿南市加茂地区、阿南市吉井地区、阿南市桑野地区及び那賀町（旧鷲敷町）

で死者・不明者５人、家屋の全壊流失129棟、半壊537棟、床上浸水1,564棟、床下

浸水3,825棟等甚大なものであった。 

 

②平成11年６月洪水 

 梅雨前線の活発な活動に伴い明け方から降り出した雨は、29日午前９時頃から

強くなり、谷口雨量観測所では時間雨量が104㎜、３時間雨量が242㎜と既往最高

雨量を観測した。また、新野、大原、阿南雨量観測所でも同様に記録的な降雨を

観測した。 

 この豪雨により、桑野川の水位は急激に上昇し、同日午後1時には新野水位観測

所では堤防高3.9ｍを越える4.05ｍを記録し、同観測所下流で堤防越水により阿南

市新野町の中心部への浸水被害が発生し、桑野川流域全体にわたり、無堤部や堤

防の低い箇所での氾濫による浸水被害や堤防のある区間では内水（排水できずに

氾濫した水）による浸水被害が多数発生した。また、下流部の大原水位観測所に

おいては同日午後２時に6.19ｍと計画高水位にあと約９㎝にせまる水位を記録し、

最大流量は約770m3/s、浸水被害は阿南市新野町を中心に床上浸水48棟、床下浸水

194棟、浸水面積は215haに及んだ。 

 

③平成26年８月洪水（台風12号） 
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台風12号を取り巻く雨雲により、谷口雨量観測所では、８月１日午後９時～８

月３日午前０時の期間に506㎜を記録した。 

 この豪雨により、桑野川下流の大原水位観測所では最高水位5.54mと避難判断水

位を0.14m超過し、その流量は計画高水位まで約9㎝にせまった平成11年６月洪水

を上回る約780m3/sを記録、洪水による浸水被害は床上浸水51棟、床下浸水140棟、

浸水面積は295haに及んだ。 

 

④平成26年８月洪水（台風11号） 

 台風11号を取り巻く雨雲や湿った空気が次々と流れ込んだため、那賀川流域で

は８月８日の午前３時頃から雨が降り始め、台風が接近した８月９日午後10時～

８月10日午前８時の期間では、1時間で30㎜を超える雨が降り続き、古庄上流域の

流域平均総雨量は397㎜に及んだ。古庄地点では観測開始以降最高の水位8.00mを

記録し、その流量は今までの戦後最大流量9,000m3/sを上回る約9,500m3/sを記録し、

洪水による浸水被害は、阿南市加茂地区、那賀町和食・土佐地区等を中心に床上

浸水543棟、床下浸水221棟、浸水面積324haに及んだ。 

 

⑤平成27年７月洪水（台風11号） 

 台風11号を取り巻く雨雲により、徳島県南部では猛烈な大雨となり、海川雨

量観測所において７月16日２時から７月17日17時までで累計雨量640mmを観

測したのをはじめ、古庄上流で降り始めからの２日間雨量が502mm、最大流量は

約8,200 m3/sを記録した。この猛烈な豪雨により古庄水位観測所では17日５時

00分に7.22ｍのピーク水位を記録し、平成26年の11号に引き続き那賀川では

初となる２年連続の氾濫危険水位を超過した。 

洪水による浸水被害は、和食・土佐地区、阿南市加茂地区を中心に床上浸水

85棟、床下浸水91棟、浸水面積201haに及んだ。 

 

今後は気候変動等による降雨量の増加、那賀川下流域における漏水、越水等に

起因する堤防の決壊等の大規模な浸水被害の発生が危惧される。 

 

（３）那賀川・桑野川の現状と課題 

平成19年に那賀川水系河川整備計画を作成し、これまで無堤地区の解消、地

震・津波対策、長安口ダム改造事業等を実施している。また、平成26年８月に

は、戦後最大規模の洪水の発生により、加茂地区、和食地区等で床上・床下浸水

の甚大な被害を受けたことから、平成27年度より那賀川床上浸水対策特別緊急

事業に着手しハード対策を推進している。 
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こうした治水事業の現状と過去の水害を踏まえた主な課題は以下のとおりであ

る。 

 

○那賀川上流域の年間降水量は、年間平均3，000mmを越える日本でも有数の多雨

地帯であり下流域は地盤より洪水時の水位が高いため、堤防が決壊すると浸水域

が広がり甚大な被害が発生する。 

○流域には、阿南市の中心市街地、高輝度 LED で世界有数の企業、蛍光体で世界

有数の企業等が立地しており、浸水域にある国道55号等の交通網が途絶し、流通

が停止すれば甚大な経済的被害が発生する。 

 

５．現状の取組状況  

那賀川・桑野川における減災対策について、各構成機関で現状を確認し、課題

の抽出を行い、各構成員が連携して令和７年度までに達成すべき取組を行ってい

る。  

各構成機関が現在実施している主な減災に係る取組と課題は、別紙のとおりで

ある。 

 

６．減災のための目標 

 円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の排

除等の対策を実施するために定める減災目標は、以下のとおりとした。 

 

【減災目標】 

 浸水想定区域には阿南市の中心市街地や、世界的にも有数の高輝度のLED企業

等が立地する地域が存在し、ひとたび氾濫すれば広範囲に拡大する特性より、甚

大な人的被害や、交通途絶による経済的被害等が想定されることを踏まえ、大規

模水害※１に対し、「逃げ遅れゼロ※２」や「社会経済被害の最小化」を目指し

ます。 

那賀川上流部の年間降水量は平均3，000mmを越え、日本でも有数の多雨地帯であり下流域は計画高水位が堤内地

盤より高いため堤防が決壊すると浸水域が広がり甚大な被害が発生する。 

併せて那賀川河口域には工業団地が存在し、その中には世界的に有数なLED企業の工場なども立地しているため、交

通網が途絶すれば甚大な被害が発生する。 

※１大規模水害：想定最大規模降雨による水害を対象とする。 

※２逃げ遅れゼロ：ハード対策、ソフト対策を実施することによって洪水に対して安全な場所へ逃げ切ることがで

きる状態。 
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また、上記目標達成に向け以下の取組を実施 

１．円滑かつ迅速な避難行動のための取組 

２．洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組 

３．社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用等の強化の取組 

 

 平成28年度から令和２年度までの５年間及び令和３年度から令和７年度までの

５年間において減災目標を目指して、様々なソフト対策・ハード対策を実施し達

成してきたが、今後もさらに継続・発展した対策を進めていく必要がある。 

 そこで令和８年度から令和１２年度までの５年間についても、この減災目標に

向けて、引き続き取組を実施していくこととする。 

 

７．概ね５年で実施する取組 

 氾濫が発生することを前提として、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識

社会」を再構築することを目的に、各構成機関が取り組む主な項目・目標時期・

取組機関については、別紙のとおりである。 

 

８．フォローアップ 

 各機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、

河川整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画等、

継続的に取り組むことが重要である。 

 

 原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応

じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じ

て習熟、改善を図るなど、継続的なフォローアップを行うこととする。 

 

 なお、今後、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開発の動向等を収集

した上で、随時、取組方針を見直すこととする。 
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９．現在までの経緯 

 

平成28年５月31日 第１回協議会 ・規約制定 

・減災の目標設定 

 

平成28年６月30日 第１回幹事会 ・取組状況の共有 

・今後の取組（案） 

 

平成28年７月22日 第２回幹事会 ・減災に係る取組方針（原案）の確認 

 

平成28年８月23日 第２回協議会 ・減災に係る取組方針の決定 

 

平成29年４月27日 第３回幹事会 ・県管理河川への拡大に伴う協議会の対応 

・取組状況の共有 

 

平成29年５月29日 第３回協議会 ・取組のフォローアップ 

 

平成29年10月27日 第４回幹事会 ・水防法一部改正による取組内容の修正 

 

平成30年４月26日 第５回幹事会 ・規約改正（案）取組方針（案）の確認 

・取組状況の共有 

 

平成30年５月15日 第４回協議会 ・規約改正 

・取組方針改正承認・名称変更 

・新規取組事項の追加 

 

平成30年８月31日 第６回幹事会 ・今般の水害の被害状況 

・取組状況の共有 

 

令和元年５月８日 第７回幹事会 ・緊急行動計画の改定について 

・取組状況の共有 

 

令和元年５月13日 第５回協議会 ・緊急行動計画の改定について 
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・取組状況の共有 

 

令和元年７月３日 第８回幹事会 ・緊急行動計画の改定に伴う取組方針の変更 

                 ・メディアとの意見交換会について 

 

令和２年４月   第９回幹事会 ・取組方針の変更 

                 ・概ね５年で実施する取組の達成状況 

                 ・取組状況の共有 

 

令和２年５月13日  第６回協議会 ・取組方針の変更  

（WEB会議にて実施）   ・取組状況の共有 

・概ね５年で実施する取組の達成状況 

・流域治水プロジェクト、コロナ対策 

 

令和３年２月10日  第10回幹事会 ・概ね５年で実施する取組の達成状況 

（令和２年度まで） 

    ・取組方針の共有 

 

令和３年４月27日  第11回幹事会 ・概ね５年で実施する取組の達成状況 

（令和２年度まで） 

・取組方針の共有 

 

令和３年５月19日  第７回協議会 ・規約の改正 

                 ・令和２年度重点目標の達成状況 

                 ・取組方針の変更 

                 ・概ね５年で実施する取組について 

                  （令和３年～令和７年） 

                 ・避難情報に関するガイドラインについて 

 

令和４年３月23日  第12回幹事会 ・概ね５年で実施する取組の達成状況 

・取組方針の共有 

 

令和４年６月２日  第８回協議会 ・規約の改正 

                 ・令和３年度取組状況の共有 

                 ・令和２年度重点目標の達成状況 
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                 ・取組方針の変更 

                 ・防災気象情報の伝え方改善について 

令和５年３月３日  第13回幹事会 ・規約の改正 

                 ・令和４年度取組状況の共有 

                 ・取組方針の変更 

                 ・概ね５年で実施する取組について 

                  （令和３年～令和７年） 

 

令和５年５月18日 第９回協議会 ・規約の改正 

                 ・令和４年度取組状況の共有 

                 ・令和２年度重点目標の達成状況 

                 ・概ね５年で実施する取組について 

                  （令和３年～令和７年） 

                 ・洪水に関する危険度情報の一体的発信について 

                 ・流域治水協議会の開催報告について 

 

令和６年２月26日 第14回幹事会 ・規約の改正 

                 ・令和５年度取組状況の共有 

                 ・取組方針の変更 

                 ・概ね５年で実施する取組について 

                  （令和３年～令和７年） 

 

令和６年５月30日 第10回協議会  ・規約の改正 

                 ・令和５年度取組状況の共有 

                 ・令和２年度重点目標の達成状況 

                 ・概ね５年で実施する取組について 

                  （令和３年～令和７年） 

 

令和７年２月26日 第15回幹事会 ・規約の改正 

                 ・令和６年度取組状況の共有 

                 ・取組方針の変更 

                 ・概ね５年で実施する取組について 

                  （令和３年～令和７年） 
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令和７年３月24日 第11回協議会  ・規約の改正 

                 ・令和６年度取組状況の共有 

                 ・令和２年度重点目標の達成状況 

                 ・概ね５年で実施する取組について 

                  （令和３年～令和７年） 

 

令和８年１月26日 第16回幹事会 ・規約の改正 

                 ・令和７年度取組状況の共有 

                 ・取組方針の変更 

                 ・概ね５年で実施する取組について 

                  （令和３年～令和７年） 

・概ね５年で実施する取組について 

（令和８年～令和１２年） 

 

令和８年２月24日 第12回協議会  ・規約の改正 

                 ・令和７年度取組状況の共有 

                 ・取組方針の変更 

                 ・概ね５年で実施する取組について 

                  （令和３年～令和７年） 

・概ね５年で実施する取組について 

（令和８年～令和１２年） 
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